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地方譲与税ほか
5億5,214万円

繰入金
5億3,689万円自主財源

32%

依存財源
68%

分担金及び
負担金ほか
8,835万円

諸収入ほか
1億8,784万円

地方交付税
28億1,867万円

国庫支出金
6億2,371万円 

県支出金
5億3,298万円

町債
7億5,474万円

町税
17億2,313万円

　 自主財源
町が自主的に収入
できるお金

　 依存財源
国や県の決定により
交付されるお金

　前年度と比較して、町税は、景気回復基調を踏まえて町民税・たばこ税・入湯税で増
収を見込む一方で、固定資産税・軽自動車税において減収が見込まれることから、全体
として592万円の減となる見通しです。繰入金は、各基金の取り崩しにより3億5,989
万円の増となりました。国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金や空き家対策総合支援事業補助金などの減により、8,887万円の減となりました。

　令和5年度当初予算が議会において可決されました。
　人口減少対策、防災・減災対策、デジタル化の推進、脱炭素化社会
の実現など、重要課題の解決に向けて予算を編成しました。

02  一般会計の歳入

01  会計別当初予算 令
和
５
年
度

令
和
５
年
度  

町
の
予
算
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

町
の
予
算
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

会計名 R5当初予算額 R4当初予算額 対前年度比
増減率

一般会計 78億1,845万円 73億3,514万円 6.6%
国民健康保険特別会計 16億4,639万円 16億5,540万円 ▲0.5%
後期高齢者医療特別会計 2億 61万円 1億9,936万円 0.6%
介護保険特別会計 18億6,269万円 18億7,314万円 ▲0.6%
母畑財産区特別会計 133万円 68万円 95.6%
中谷財産区特別会計 91万円 43万円 114.1%
土地開発事業特別会計 607万円 457万円 33.0%
宅地造成事業特別会計 1,783万円 233万円 664.2%

水道事業会計

収益的収入 3億6,147万円 3億5,710万円 1.2%
収益的支出 3億6,106万円 3億5,652万円 1.3%
資本的収入 2億4,646万円 2億9,837万円 ▲17.4%
資本的支出 3億1,135万円 4億6,535万円 ▲33.1%

※対前年度比増減率は、千円単位で計算しています。
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04  1人あたりの一般会計予算額

議会費
9,553万円

衛生費
8億331万円

労働費181万円

商工費
2億4,826万円

総務費
10億7,843万円 

民生費
19億8,981万円 

農林水産業費
8億1,732万円 

土木費
7億2,290万円

消防費
4億1,032万円

公債費
8億6,209万円

その他
3,796万円

教育費
7億5,071万円

主な増加費目
・民生費
　民間保育施設運営支援事業
・衛生費
　石川地方生活環境施設組合負担金
・農林水産業費
　道の駅整備事業、水田利活用自給力向上事業
・商工費
　中小企業支援事業
・土木費
　子育て・若者世帯住宅取得補助金
・消防費
　藤沢地区防災広場整備事業、消防施設整備事業
・教育費
　小中学校給食費補助事業
主な減少費目
・教育費
　歴史民俗資料館整備事業

費　　目
議会費 議会活動に要する経費

総務費 全般的な管理事務、戸籍、移住定住、自治
センター管理、交通安全などに要する経費

民生費 子育てに対する支援や高齢者・障がい者へ
の支援などに要する経費

衛生費 検診や予防接種、母子支援、ごみ処理など
に要する経費

労働費 勤労青少年ホームの管理などに要する経費
農林水產業費 農業・林業の振興などに要する経費

商工費 商工業の振興、観光などに要する経費

土木費 道路・公園・町営住宅などの建設や維持な
どに要する経費

消防費 消防団運営や防災に要する経費

教育費 小中学校・モトガッコ・体育施設の管理や
運営、生涯学習に要する経費

公債費 地方債の償還に要する経費
その他 災害復旧費、諸支出金、予備費

03  一般会計の歳出

町民1人あたりの一般会計の予算額は、

５５３，７９３円  です。

※令和4年12月31日現在の
　住民基本台帳人口（14,118人）で算出

　　　　主なもの主なもの
［民生費］140,941円［民生費］140,941円
［土木費］ 51,204円［土木費］ 51,204円
［教育費］ ［教育費］   53,174円53,174円
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令和５年度 新規・拡大事業令和５年度 新規・拡大事業
▼ 健康で元気に暮らせるまち

◦高齢者タクシー（温泉）利用券の助成
対象者を①75歳以上の方、②65歳以上の免許を返納さ
れた方へ拡大〔500円券×20枚綴〕

◦要援護・一人暮らし高齢者に対する生活支援
日常生活用具の給付品目に住宅用火災報知器を追加

◦脳ドッグ（MRI）の実施
住民健診の検査項目に脳ドッグを追加

〔本人負担3,000円、町負担7,000円〕

◦「第3次健康いしかわ21計画」の策定
住民アンケート、ワークショップの実施

▼ 豊かな心・町民文化を育むまち

◦児童生徒と共に創るまちづくり事業
町の課題解決・活性化に寄与する活動を行う小中高校
生（町内在住・通学）のグループに補助金を交付〔上
限5万円／1事業〕

◦高校魅力化事業［地域おこし協力隊の任用］
　 学校や家庭以外の居場所（サードプレイス）兼地域協

働研究・実践センターの設置及び運営

◦河野広中没後100年シンポジウムの開催
［開催時期］令和5年秋～冬
［実行委員会］石川町、三春町、福島民友新聞社

◦町立学校施設長寿命化
小中学校施設の老朽度を調査し、長寿命化計画を策定

▼ 都市機能が充実したまち

◦道路の維持補修
町道のカラー舗装、側線の引き直しなど

◦真明田橋の補修工事
腐食部や劣化部の補修、PCBの除去

◦立ケ岡東団地の改修工事
劣化した外壁等の改修工事

◦空き家家財整理事業
空き家所有者に対し、家財道具などの処分や整理に係
る費用の一部を助成

◦民間宅地造成支援
宅地を造成する民間企業へ補助金を交付

◦買い物支援ミニバスの運行
利用者ニーズを踏まえ、
更なる工夫を加えて運行予定

▼ 共に創るまち

◦公共施設予約のオンライン化
施設（モトガッコや体育館など）の予約・管理をオン
ラインで行うための体制を整備

◦行政サービス申請のオンライン化
行政手続きの申請をオンラインで行うための体制を整
備

◦まちなか再生事業
駅利用者（高校生を含む）や若者をメンバーとするワー
クショップを開催し、磐城石川駅・駅周辺の賑わい創
出に向けた検討を行う。

▼ その他

◦東京いわき石川会記念事業
結成40周年の記念誌を制作

▼ 安全で住みよいまち

◦防災広場の整備
緊急避難場所・災害活動拠点として、沢井藤沢地区に
防災広場を整備

◦地球にやさしいまちづくり事業
補助対象項目に電気自動車購入 〔上限10万円〕、電気
自動車受給電設備の設置〔上限5万円〕を追加

◦家庭ごみ減量対策
家庭でできるごみ減量グッズ（コンポスト）を小学生
や公募者へ配布

◦総合運動公園施設ZEB（※1）化
街路灯を含む総合体育館のエネルギー消費量を収支ゼ
ロにするための調査を実施

（※1）ZEB：ゼロ・エネルギー・ビルディング

▼ 活力ある産業を形成するまち

◦飼料高騰緊急対策
畜産農家に対し、購入飼料費の一部を助成

〔単価2,000～6,000円／1頭〕

◦耕作放棄地解消支援
耕作放棄地の伐採などに必要な経費を助成

〔2～5万円／10a〕

◦道の駅の整備
地域産業の活性化などを目的とした拠点づくりとして
施設を整備（令和7年度オープン予定）

◦空き店舗等活用創業支援
町内の空き店舗を利活用して新たに創業す
る方へ補助金を交付〔上限50万円／1店舗〕

「石川町第6次総合計画」の基本目標別の新規・拡大事業から主な事業を抜粋しました。 
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PICK UP!!PICK UP!!
人口減少対策事業人口減少対策事業

▼ 子ども・子育て
◦出産祝金
　令和5年度より出産祝い金の引き上げを実施

第一子 第二子 第三子 第四子 第五子〜

変更前 5万円 10万円 20万円

変更後 10万円 20万円 25万円

◦在宅育児支援金
保育施設などを利用せずに育児をしている家庭
へ支援金を給付〔1万円／月〕

◦出産・子育て応援事業
①必要な支援につなぐ“伴走型支援”の充実
②出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援

サービスの利用負担軽減を図る経済的支援の
実施〔10万円相当〕

◦産婦人科・小児科オンラインシステム導入
産婦人科医・助産師・小児科医にスマホで24時
間オンライン相談ができる環境を整備

◦病児保育施設の広域利用
郡山市で実施している「病児保育事業」のサー
ビス（※2）が利用可能に。

（※2） 病気の治療中または病気の回復期にある子どもを、郡山市内の4
医療機関で一時的に預かるサービス

◦認定こども園の整備
令和6年度中に開園予定

◦小中学校の給食費無料
小中学校の給食費を町が全額補助

◦仕事・子育て両立支援奨励金
育児休業取得を促進する町内の中小企業へ奨励
金を交付

▼ 移住・定住
◦子育て世帯・若者住宅取得補助

居住するための住宅を取得し、
町に定住する方へ補助金を交付

〔新築70万円～／中古35万円～〕

◦結婚新生活支援
新婚世帯へ居住費と引越費用を補助〔29歳以
下：上限60万円／30歳以上：上限30万円〕

◦移住定住促進家賃補助
他の自治体から町へ移住し、企業に正社員とし
て勤務する方に家賃を補助〔町内企業：上限
1.5万円、町外企業：上限1万円〕

◦移住支援
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県から町へ移
住する方に支援金を交付〔60～100万円〕

◦奨学金返金支援
奨学金の貸与を受けて大学などを卒業した後、
町に定住する方の奨学金返還金の一部を支援

〔1.5万円／月〕

◦UIJターン合同就職説明会
　東京都内でイベント形式のセミナーを開催

◦移住体験・職業体験ツアー
“いしかわぐらし”が体験できる宿泊ツアーな
どを企画
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県立石川高校の新たな挑戦
いしかわWORK＆LIFE教育

　「いしかわＷＯＲＫ＆ＬＩＦE教育」とは、県立石川高校が教育の一つとして取り組む、生徒
のキャリアアップと地域連携を目指すカリキュラムです。
　今回は、2月15日に実施した「いしかわＭＯＴＴＡＩＮＡＩアクション」の
発表会の様子をお届けします！ 

環境のMOTTAINAI

時間のMOTTAINAI

　
こ
れ
ま
で
の
広
報
で
、
ゴ
ミ

拾
い
や
ス
ロ
ー
プ
作
り
の
様
子

を
取
材
し
ま
し
た
が
、
発
表
会

で
は
、
完
成
し
た
「
石
川
町
マ

ッ
プ
」
が
お
披
露
目
さ
れ
ま
し

た
。

　
「
石
川
町
マ
ッ
プ
」
は
、
石

川
町
内
の
美
し
い
場
所
を
掲
載

し
、
町
内
の
美
し
い
景
色
を
知

っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
町
民
の

方
に
石
川
町
を
誇
り
に
思
っ
て

も
ら
い
、
自
ら
景
観
を
守
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
に
制
作
し
ま
し

た
。

　
ゴ
ミ
拾
い
も
、
役
場
周
辺
か

ら
モ
ト
ガ
ッ
コ
、
磐
城
石
川
駅

ま
で
実
施
し
、
町
内
の
環
境
美

化
に
努
め
ま
し
た
。

　
活
動
当
初
、
自
分
た
ち
に
は

何
が
で
き
る
の
か
、
ど
ん
な
活

動
を
す
る
の
か
、
他
の
班
よ
り

も
た
く
さ
ん
考
え
た
時
間
の
Ｍ

Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｉ
の
皆
さ
ん

は
、
パ
ソ
コ
ン
と
手
書
き
の

２
班
に
分
か
れ
て
、
各
グ
ル

ー
プ
の
活
動
に
つ
い
て
ま
と
め
、

発
表
を
行
い
ま
し
た
。

　
「
読
ん
だ
方
に
伝
わ
り
や
す

い
よ
う
に
、
各
班
の
内
容
を

考
え
る
の
が
大
変
だ
っ
た
け
ど
、

今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
パ
ソ
コ
ン
の
資
料
も
分
か

り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
、
手

書
き
の
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
も
こ

だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

県立石川高校キャラクター
『菜ノちゃん』

年間を通して行ったこと
●ゴミ拾い　●駅の清掃
●スロープ作り
●サイクルスタンド作り
●「石川町マップ」の作成
●石川町のＰR

各班の取り組みをまとめた新聞
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食のMOTTAINAI

エネルギーのMOTTAINAI

　
食
の
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｉ
の

皆
さ
ん
は
、
規
格
外
の
リ
ン
ゴ
を

使
用
し
た
お
菓
子
を
「
お
菓
子
の

さ
か
い
」「
ホ
ズ
ミ
ソ
ラ
」「
里
の

カ
フ
ェ
」
の
協
力
の
も
と
、
開
発

を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
い
し
か
わ
オ
ー
タ
ム
フ
ェ
ス
タ

や
校
内
試
食
で
の
意
見
を
取
り

入
れ
な
が
ら
、「
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
」

「
ど
ら
焼
き
」「
カ
ヌ
レ
」
を
作
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、
Ｆ
ｕ
ｋ
ｕ
ｒ
ｕ
ｍ
基
金

事
業
の
採
択
を
受
け
、
報
告
会
に

も
参
加
し
て
き
ま
し
た
。

　
中
で
も
「
ど
ら
焼
き
」
は
、
今

後
、
県
立
石
川
高
校
１
０
０
周
年

記
念
式
典
を
象
徴
す
る
お
菓
子
と

な
る
そ
う
で
す
。

　
今
月
号
を
も
っ
て
後
期

実
習
を
終
了
し
ま
し
た
。

　
実
習
を
通
し
て
役
場
で

し
か
で
き
な
い
仕
事
や
広

報
の
仕
事
な
ど
を
し
て
、

た
く
さ
ん
の
事
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
た
く
さ
ん
の

方
々
に
支
え
ら
れ
貴
重
な

体
験
を
さ
せ
て
頂
い
た
こ

と
で
、
自
分
自
身
が
成
長

す
る
こ
と
が
で
き
て
楽
し

い
実
習
に
な
り
ま
し
た
。

　
広
報
を
見
て
く
だ
さ
っ

た
皆
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
！

★
本
多
さ
ん
、6
カ
月
間

　
お
疲
れ
様
で
し
た
！

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ａ

Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｉ
の
皆
さ
ん
は
「
こ
の

活
動
を
行
っ
て
い
る
２
年
生
だ

け
で
な
く
、
県
立
石
川
高
校
の

全
生
徒
や
先
生
方
も
無
理
な
く

継
続
で
き
る
取
組
」
を
目
指
し

て
活
動
し
て
き
ま
し
た
。

　
ア
サ
ガ
オ
と
ゴ
ー
ヤ
を
使
用

し
た
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
作
り

や
節
電
・
節
水
を
呼
び
掛
け
る

ポ
ス
タ
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ふくしまゼロ
カーボン宣言書
昇降口に掲出
されています

県立石川高等学校
3年　本多　ゆなさん

郷果樹園に感謝状の贈呈

左：白バターあん　　　右：つぶあん

▲りんごの果肉がたっぷり

報告会の様子

ちなみに…
アサガオの種は８,942個

収穫できたそうです

年間を通して行ったこと
●節電・節水ポスター作成
● アサガオやゴーヤで
　グリーンカーテン作り
●福島ゼロカーボン宣言

年間を通して行ったこと
● 郷果樹園の規格外リンゴを

使用した「アップルパイ」「ど
ら焼き」「カヌレ」作り

●Fukurum基金報告会参加
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県道いわき石川線
「石川バイパス」一部開通
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住まいづくりを支援する補助金一覧令和５年度
　石川町では、豊かな住生活を支える住まいづくりを支援するため、各種補助制度を設けています。
　補助金等の活用をご希望の場合は、事業を実施する前にご相談ください。

▶補助金により「対象者」「対象物件」「申請期間」などが異なりますのでご注意ください。

ご相談・各種申請窓口　都市建設課都市整備係　ＴEL 024７-26-９1３1
　 石川町ホームページトップから「行政情報」＞「都市建設課」を検索

子育て世帯・若者世帯の住宅取得

子育て世帯（中学生以下の子どもを養育している世帯）又は若者世
帯（夫婦いずれかが40歳未満の世帯）が住宅を取得する場合。
土地購入、町内建設業者の活用、ZEH住宅、転入世帯、中学生以下
の子どもの数などに応じた加算金があります。

　　子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金

〔対 象 者〕　若者世帯、子育て世帯
〔対象住宅〕　新築・建売・中古
〔申請期間〕　令和５年４月３日～令和6年３月29日
〔補助金額〕　上限２００万円

住宅取得者向け

空き家の解体

特定空き家等（倒壊の恐れ又は管理不全などにより、放置することが不適
切な状態の空き家等）又は町が住宅不良度測定基準により評点し、評点数
が50点以上である住宅を除却する場合。
対象物件の適否を判定するため、申請前に事前調査の申し込みが必要です。

　　老朽危険空き家等除却事業補助金 〔対 象 者〕　所有者、相続人又は関係者等
〔対象物件〕　・特定空き家等
　　　　　　・不良度の評点数が５0点以上の住宅

〔申請期間〕　令和５年５月1日～令和５年10月末日
　　　　　　▶ 申請期間外でも事前調査申し込みは

可能
〔補助金額〕　上限５０万円（不良度評点数に応じて）

持家の方向け

セーフティーネット住宅の改修

住宅確保要配慮者（高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯、新婚世帯、
移住者世帯）の専用住宅として賃貸するために、バリアフリー化や間取
りの変更、ヒートショック対策等の改修工事を実施する場合。

　　住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業補助金
〔対 象 者〕
　・大家等（戸建て住宅を賃貸する方を含む）

〔対象物件〕
　・ 住宅確保要配慮者専用住宅として県の登録を受

けたもの
〔申請期間〕　令和５年５月1日～令和５年10月末日
〔補助金額〕　上限１００万円（対象経費の2/３）

住宅賃貸者向け

木造住宅の耐震化

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた戸建て住宅の耐震診断
をご希望の方に対して、町が契約する耐震診断者（建築士等）を派遣し
ます。耐震基準を満たさない場合は、補強計画を作成します。

　　木造住宅耐震診断者派遣事業 〔対 象 者〕　所有者、賃借人
〔対象物件〕　昭和５6年５月以前に建築された木造住宅
〔申請期間〕　令和５年５月1日～令和５年10月末日
〔支援内容〕　自己負担1万円（その他は町が負担）

耐震診断の結果、耐震基準を満たさない戸建て住宅について、一定の耐震
基準まで耐震性能を向上させる改修工事を行う場合。

（耐震性能の改修程度等に応じて、一般改修・簡易改修・部分改修に分類）

　　木造住宅耐震改修支援事業 〔対 象 者〕　耐震診断を受けた方
〔対象物件〕　 耐震診断の結果、耐震基準を満たさな

いもの
〔申請期間〕　令和５年５月1日～令和５年10月末日
〔補助金額〕　上限１００万円（対象経費の1/2）

持家の方向け

河川の浸水対策

浸水想定区域内等に住宅、共同住宅、併用住宅（住宅部分が
1/2以上）を新築又は改築する場合において、一定の高さ
以上の盛土又は基礎のかさ上げを行う場合。

　　浸水地域住宅かさ上げ事業費補助金
〔対 象 者〕
　・ 盛土又は基礎のかさ上げを行い住宅を新築・改築する方
　・ 盛土を行い、住宅を新築される方へ土地を貸与される方

〔対象区域〕
　・ 石川町防災マップに河川浸水深が示されている区域等

〔申請期間〕　令和５年４月３日～令和6年３月29日
〔補助金額〕　上限１００万円（盛土等の高さに応じて）

持家の方向け住宅取得者向け



取材します！ 身近に行われている楽しいイベントや明るい話題などを役場総務課までお寄せください。

街か ど

探検隊探検隊探検隊探検隊

新入学児童へ交通安全グッズ
を贈呈
　石川地区交通安全協会（有松良治会長）による交
通安全グッズの贈呈が、３月14日に町役場で行わ
れました。
　交通安全グッズの贈呈は毎年行われており、この
日は有松会長と山田重徳副会長から小玉陽彦教育長
へ、反射材や自由帳等の交通安全グッズが手渡され
ました。
　贈呈された交通安全グッズは、新入学児童に配布
されます。

福島県選挙管理委員会委員長
表彰を受賞
　令和４年７月10日執行の第26回参議院議員通常
選挙に係る表彰伝達式が、３月14日に郡山合同庁
舎で行われ、石川町選挙管理委員会委員長の増子憲
夫さん（沢井：写真左）が福島県選挙管理委員会委
員長表彰を受賞されました。
　増子さんは、平成20年４月から選挙管理委員会
委員、令和２年４月からは委員長を務めており、昨
年行われた同選挙において、適性な管理執行と啓発
活動に努め、他の模範となったことが認められ、今
回の受賞となりました。

上位を目指して全力疾走
石川スケート大会を開催しました
　第40回石川スケート大会および第54回福島県
ショートトラックスピードスケート競技会は、２月
12日に石川町スケートセンターで開かれました。
　大会では、幼児の部から一般の部まで多くの参加
者が日頃の練習の成果を発揮し、上位を目指して競
い合いました。
　大会後にはお菓子拾いのイベントも行われ、会場
は賑わいを見せていました。

農産物の消費拡大と地産地消の推進のため
農産物加工・地産地消セミナーを開催しました
　石川町・石川町認定農業者会（根本常和会長）主
催の農産物加工・地産地消セミナーは、２月14日
に沢田自治センターで開かれました。
　同セミナーは、地元農産物の消費拡大と地産地消
の推進を目的に開催されました。
　当日は、石川町食生活改善推進員会（武田繁子会
長）の会員の方を講師に招き、地元産農産物を使っ
た飾り寿司、押し寿司、ちらし寿司作りに取り組み
ました。

FC Regate（レガッテ）が県大
会の優勝を報告
　石川町で活動するサッカークラブ FC Regate（山崎
登代表）の県大会優勝報告会は、２月28日に町役場で
開かれました。
　同チームは、２月に開催された郡山カップ第17回福
島県フットサル選手権大会で見事優勝を果たしました。
　同チームが、本大会（小学生の部）で県大会を制覇す
るのは初めてとなります。
　報告会では、代表の山崎さんのほか、高根蒼介さん、
須藤大翔さん、小湊琉煌さん（いずれも当時石川小６年）
が訪れ、優勝の喜びを述べました。

中谷自治センターで
つるし雛の展示が行われました
　中谷地区自治協議会まちづくり部会主催の「なか
たにつるしびな」が、２月21日から３月3日の期間
に開催されました。
　期間中は中谷自治センター婦人の家でつるし雛の
展示が行われ、多くの見物客が訪れました。
　また、つまみ細工のおひなさま作り体験や、着物
を着てつるし雛に囲まれた中で写真を撮るイベント
も行われ、賑わいを見せていました。

石川町更正保護女性連絡協議会が
中学生にしおりを配布
　石川町更生保護女性連絡協議会（永沼弥江子会長）では、
犯罪や非行から立ち直ろうとする方たちを支えると共に、
非行を生まない地域づくりに向けて、さまざまなボラン
ティアを行っています。
　会の活動の一環として、石川中学校と石川義塾中学校の
新入生に向けてメッセージ入りのしおりを作成しました。
　同会の皆さんが２月24日に町役場を訪れ、塩田金次郎
町長へしおりを手渡し、永沼会長から「会の活動が非行の
抑止になるよう今後も活動したい」と今後の活動への意気
込みが述べられました。
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新入学児童へ交通安全グッズ
を贈呈
　石川地区交通安全協会（有松良治会長）による交
通安全グッズの贈呈が、３月14日に町役場で行わ
れました。
　交通安全グッズの贈呈は毎年行われており、この
日は有松会長と山田重徳副会長から小玉陽彦教育長
へ、反射材や自由帳等の交通安全グッズが手渡され
ました。
　贈呈された交通安全グッズは、新入学児童に配布
されます。

福島県選挙管理委員会委員長
表彰を受賞
　令和４年７月10日執行の第26回参議院議員通常
選挙に係る表彰伝達式が、３月14日に郡山合同庁
舎で行われ、石川町選挙管理委員会委員長の増子憲
夫さん（沢井：写真左）が福島県選挙管理委員会委
員長表彰を受賞されました。
　増子さんは、平成20年４月から選挙管理委員会
委員、令和２年４月からは委員長を務めており、昨
年行われた同選挙において、適性な管理執行と啓発
活動に努め、他の模範となったことが認められ、今
回の受賞となりました。

上位を目指して全力疾走
石川スケート大会を開催しました
　第40回石川スケート大会および第54回福島県
ショートトラックスピードスケート競技会は、２月
12日に石川町スケートセンターで開かれました。
　大会では、幼児の部から一般の部まで多くの参加
者が日頃の練習の成果を発揮し、上位を目指して競
い合いました。
　大会後にはお菓子拾いのイベントも行われ、会場
は賑わいを見せていました。

農産物の消費拡大と地産地消の推進のため
農産物加工・地産地消セミナーを開催しました
　石川町・石川町認定農業者会（根本常和会長）主
催の農産物加工・地産地消セミナーは、２月14日
に沢田自治センターで開かれました。
　同セミナーは、地元農産物の消費拡大と地産地消
の推進を目的に開催されました。
　当日は、石川町食生活改善推進員会（武田繁子会
長）の会員の方を講師に招き、地元産農産物を使っ
た飾り寿司、押し寿司、ちらし寿司作りに取り組み
ました。

FC Regate（レガッテ）が県大
会の優勝を報告
　石川町で活動するサッカークラブ FC Regate（山崎
登代表）の県大会優勝報告会は、２月28日に町役場で
開かれました。
　同チームは、２月に開催された郡山カップ第17回福
島県フットサル選手権大会で見事優勝を果たしました。
　同チームが、本大会（小学生の部）で県大会を制覇す
るのは初めてとなります。
　報告会では、代表の山崎さんのほか、高根蒼介さん、
須藤大翔さん、小湊琉煌さん（いずれも当時石川小６年）
が訪れ、優勝の喜びを述べました。

中谷自治センターで
つるし雛の展示が行われました
　中谷地区自治協議会まちづくり部会主催の「なか
たにつるしびな」が、２月21日から３月3日の期間
に開催されました。
　期間中は中谷自治センター婦人の家でつるし雛の
展示が行われ、多くの見物客が訪れました。
　また、つまみ細工のおひなさま作り体験や、着物
を着てつるし雛に囲まれた中で写真を撮るイベント
も行われ、賑わいを見せていました。

石川町更正保護女性連絡協議会が
中学生にしおりを配布
　石川町更生保護女性連絡協議会（永沼弥江子会長）では、
犯罪や非行から立ち直ろうとする方たちを支えると共に、
非行を生まない地域づくりに向けて、さまざまなボラン
ティアを行っています。
　会の活動の一環として、石川中学校と石川義塾中学校の
新入生に向けてメッセージ入りのしおりを作成しました。
　同会の皆さんが２月24日に町役場を訪れ、塩田金次郎
町長へしおりを手渡し、永沼会長から「会の活動が非行の
抑止になるよう今後も活動したい」と今後の活動への意気
込みが述べられました。
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文
化
活
動
助
成
事

業
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

業
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

自
衛
官
候
補
生・一
般
曹

自
衛
官
候
補
生・一
般
曹

候
補
生
募
集
の
ご
案
内

候
補
生
募
集
の
ご
案
内

令
和
令
和
５５
年
度
古
文
書
寺
子

年
度
古
文
書
寺
子

屋（
石
川
町
古
文
書
教
室
）

屋（
石
川
町
古
文
書
教
室
）

開
催
の
お
知
ら
せ

開
催
の
お
知
ら
せ

身
体
等
に
障
が
い
が
あ
る

身
体
等
に
障
が
い
が
あ
る

方
の
た
め
の
軽
自
動
車
税

方
の
た
め
の
軽
自
動
車
税

種
別
割
の
減
免
に
つ
い
て

種
別
割
の
減
免
に
つ
い
て

　
求
職
中
の
方
、
転
職
を
お
考
え
の
方

の
個
別
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

 

自
衛
官
候
補
生 

●
応
募
資
格

　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

●
受
付
期
間

　
年
間
を
通
し
て
受
け
付
け
を
行
っ
て

い
ま
す
。

●
試
験
期
日
・
場
所

　
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
自
衛
官
候
補
生
と
は
、
入
隊
後
約
3

カ
月
間
、
自
衛
官
候
補
生
と
し
て
必
要

な
基
礎
を
学
び
、
教
育
終
了
後
正
式
に

自
衛
官
に
任
用
さ
れ
る
制
度
で
す
。

 

一
般
曹
候
補
生 

●
応
募
資
格

　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

●
受
付
期
間

　
5
月
9
日
㈫
ま
で

●
試
験
期
日

・
1
次
試
験

　
5
月
19
日
㈮
～
28
日
㈰
の
い
ず
れ
か

1
日

・
2
次
試
験

　
6
月
17
日
㈯
～
7
月
2
日
㈰
の
い
ず

　
町
民
の
豊
か
な
芸
術
文
化
を
創
作
発

表
・
鑑
賞
す
る
活
動
の
振
興
を
図
る
た

め
、
芸
術
文
化
活
動
に
要
す
る
経
費
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象

　
音
楽
、
演
劇
、
舞
踏
等
の
分
野
に
お

い
て
、
継
続
的
に
創
作
発
表
・
鑑
賞
等

の
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体
（
営
利
目

的
の
団
体
は
含
み
ま
せ
ん
）

●
要
件

　
次
の
要
件
に
該
当
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

①
芸
術
性
、
文
化
性
を
備
え
、
文
化
振

興
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

②
広
く
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の

③
政
治
活
動
や
宗
教
活
動
で
な
い
も
の

④
営
利
を
主
目
的
と
し
た
活
動
で
な
い

も
の

⑤
そ
の
他
特
に
町
長
が
必
要
と
認
め
る

も
の

●
助
成
額

　
創
作
発
表
事
業
に
つ
い
て
は
1
事
業

30
万
円
以
上
、
鑑
賞
活
動
事
業
に
つ
い

て
は
1
事
業
50
万
円
以
上
の
事
業
で
、

経
費
の
3
分
の
1
以
内
の
金
額
を
、
予

算
の
範
囲
内
で
30
万
円
を
限
度
と
し
て

助
成
し
ま
す
。

●
申
請
方
法

　
所
定
の
申
請
書
に
記
入
の
上
、
必
要

書
類
を
添
付
し
、
石
川
町
公
民
館
（
文

教
福
祉
複
合
施
設
内
）
ま
で
提
出
し
て

　
先
人
が
歩
ん
だ
道
は
、
残
さ
れ
た
資

料
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
ま
す
。
中
で
も
、

古
文
書
は
資
料
の
中
心
で
す
。
墨
で
書

か
れ
た
書
き
付
け
は
、
私
た
ち
に
何
を

語
り
か
け
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
初
級
者
か
ら
中
級
者
ま
で
、
楽
し
く

古
文
書
を
解
読
し
ま
し
ょ
う
。

●
学
習
内
容

①
初
級
コ
ー
ス
「
基
礎
か
ら
の
古
文
書
」

　
初
め
て
古
文
書
に
触
れ
る
方
向
け
の

入
門
コ
ー
ス
で
す
。
江
戸
時
代
の
古
文

書
に
親
し
む
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

②
中
級
コ
ー
ス
「
深
め
る
古
文
書
」

　
江
戸
時
代
の
古
文
書
の
基
礎
知
識
に

触
れ
た
こ
と
の
あ
る
方
向
け
の
中
級

コ
ー
ス
で
す
。
読
解
力
の
レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
を
目
指
し
ま
す
。

●
日
程
（
全
5
回
・
金
曜
日
）

・
第
1
回　
5
月
12
日

・
第
2
回　
5
月
19
日

●
要
件

①
4
月
1
日
現
在
の
軽
自
動
車
の
所
有

者
が
障
が
い
者
本
人
で
あ
る
こ
と

　
た
だ
し
、
18
歳
未
満
の
身
体
障
が
い

者
、
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い

者
の
場
合
は
、
そ
の
方
と
生
計
を
一

に
す
る
方
の
所
有
で
も
可
能
で
す
。

②
障
が
い
者
1
人
に
つ
き
1
台

　
自
動
車
税
種
別
割
の
減
免
を
受
け
た

方
は
、
軽
自
動
車
税
種
別
割
の
減
免

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
期
限　
5
月
31
日
㈬

※
申
請
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、
減
免
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
申
請
手
続
き

は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

●
申
請
に
必
要
な
書
類

・
第
3
回　
5
月
26
日

・
第
4
回　
6
月
2
日

・
第
5
回　
6
月
9
日

●
場
所

　
文
教
福
祉
複
合
施
設
（
モ
ト
ガ
ッ
コ
）

●
時
間　
午
後
6
時
30
分
～
午
後
8
時

●
対
象
者
と
募
集
人
員

　
ど
な
た
で
も
（
町
内
外
問
い
ま
せ
ん
）

　
各
コ
ー
ス　
10
名
程
度

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
期
限　
4
月
26
日
㈬

●
申
し
込
み
方
法

　
文
教
福
祉
複
合
施
設
（
モ
ト
ガ
ッ

コ
）
に
来
館
、
電
話
ま
た
は
申
し
込
み

フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
の
際
に
、
氏
名
の
ほ
か
住

所
、
電
話
番
号
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

※
個
人
情
報
は
、
ご
連
絡
の
み
に
使
用

し
ま
す
。

●
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
生
涯
学
習
課　
生
涯
学
習
係

☎
2
6
ı
2
5
6
6

く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
、
石
川
町
公
民
館
に
準
備

し
て
あ
り
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
生
涯
学
習
課　
文
化
振
興
係

☎
2
6
ı
2
5
6
6

れ
か
1
日

●
試
験
会
場

　
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、
各
予
定
に
つ
い
て
は
変

更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
各
種
採
用
試
験
、
資
料
請
求
な
ど
の

お
問
い
合
わ
せ
先

　
自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部

　
　
　
　
　
　
　
　
白
河
地
域
事
務
所

☎
0
2
4
8
ı
2
4
ı
0
3
7
2

［申し込みフォーム］
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固
定
資
産（
土
地
及
び
家
屋
）

固
定
資
産（
土
地
及
び
家
屋
）

価
格
等
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

価
格
等
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
関
す
る
説
明
会
に
つ
い
て

に
関
す
る
説
明
会
に
つ
い
て

所
得
税
と
個
人
の
消
費

所
得
税
と
個
人
の
消
費

税
の
振
替
日
に
つ
い
て

税
の
振
替
日
に
つ
い
て

「
町
民
と
町
長
の
対
話
の
日
」

「
町
民
と
町
長
の
対
話
の
日
」

の
開
催
に
つ
い
て

の
開
催
に
つ
い
て

　
毎
月
1
回
「
町
民
と
町
長
の
対
話

の
日
」
を
設
け
て
い
ま
す
。
事
前
の

申
し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、

皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

●
期
日　
4
月
25
日
㈫

※
次
回
以
降
の
日
程
は
、
広
報
い
し

か
わ
及
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

●
場
所　
町
長
室
（
町
役
場
2
階
）

●
対
象
者

　
石
川
町
に
住
所
を
有
す
る
18
歳
以

上
の
方

●
対
話
時
間

　
午
前
9
時
30
分
か
ら
午
前
11
時
30

分
ま
で
及
び
午
後
2
時
か
ら
午
後
4

時
ま
で
の
間
で
、
1
名
あ
た
り
20
分

以
内
。
な
お
、
2
名
の
同
伴
可
。
時

間
帯
は
当
方
で
指
定
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。（
事
前
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
）

●
申
し
込
み
方
法

①
電
話
で
の
申
し
込
み

　
対
話
の
内
容
等
、
必
要
事
項
を
確

認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
電　
話
】
2
6
ı
2
1
1
1

②
申
込
書
に
よ
る
申
し
込
み

　
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
ま
た
は

持
参
に
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
申
込
書
は
町
役
場
総
務
課
に
配
架

し
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

【
郵　
送
】

　
〒
9
6
3
ı
7
8
9
3

　
石
川
町
字
長
久
保
1
8
5
ı
4

　
石
川
町
役
場
総
務
課　
宛

【
F
A
X
】
2
6
ı
0
3
6
0

【
メ
ー
ル
】

　

soum
u@

tow
n.ishikaw

a.
fukushim

a.jp

●
申
込
期
限

　
4
月
18
日
㈫　
午
後
5
時
ま
で

●
そ
の
他

①
1
回
の
定
員
は
8
名
で
す
。

②
特
定
の
団
体
や
個
人
へ
の
誹
謗
中

傷
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

③
申
し
込
ま
れ
た
個
人
情
報
は
、
本

件
以
外
の
目
的
に
は
使
用
し
ま
せ

ん
。

●
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課

☎
2
6
ı
2
1
1
1

　
須
賀
川
税
務
署
で
は
、
事
業
所
の
方

を
対
象
に
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
説
明
会
は
、
事
前
予
約
制
に
よ
り
、

各
回
と
も
定
員
に
な
り
次
第
、
受
け
付

け
を
終
了
し
ま
す
。

●
日
時

　
須
賀
川
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
で

す
。
ま
も
な
く
、
所
得
税
お
よ
び
個
人

消
費
税
の
振
替
日
で
す
。
振
替
先
口
座

の
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
振
替
日

・
所
得
税　
4
月
24
日
㈪

＊
法
定
納
期
限　
3
月
15
日
㈬

・
個
人
の
消
費
税　
4
月
27
日
㈭

＊
法
定
納
期
限　
3
月
31
日
㈮

※
残
高
不
足
等
で
振
替
不
能
と
な
っ
た

場
合
は
、
延
滞
税
の
計
算
が
納
期
限
の

翌
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
須
賀
川
税
務
署

　
　
☎
0
2
4
8
ı
7
5
ı
2
1
9
4

　
令
和
5
年
1
月
1
日
現
在
の
固
定
資

産
（
土
地
及
び
家
屋
）
の
評
価
額
を
、

次
に
よ
り
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
納
税
義
務
者
以
外
の
方
が
縦
覧
す
る

場
合
は
、
納
税
義
務
者
の
委
任
状
が
必

要
で
す
。
た
だ
し
、
借
地
人
や
借
家
人

な
ど
は
、
契
約
書
等
の
提
示
に
よ
り
委

任
状
が
な
く
て
も
縦
覧
で
き
ま
す
。

●
縦
覧
制
度
と
は

　
納
税
者
が
他
の
土
地
や
家
屋
の
価
格

と
の
比
較
を
通
じ
、
自
己
の
土
地
や
家

屋
の
評
価
が
適
正
か
ど
う
か
判
断
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

●
縦
覧
の
期
間

　
4
月
3
日
㈪
～
5
月
31
日
㈬

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

（
土
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す
）

●
縦
覧
の
場
所　
町
役
場　
税
務
課

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課　
資
産
税
係

☎
2
6
ı
9
1
1
9

・
軽
自
動
車
税
種
別
割
減
免
申
請
書

・
自
動
車
検
査
証

・
運
転
免
許
証

・
身
体
等
に
障
が
い
が
あ
る
こ
と
を
証

　
す
る
書
類
（
障
が
い
者
手
帳
等
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

　
カ
ー
ド
（
納
税
義
務
者
の
も
の
）

・
印
鑑　
　
　
　
　
　
　
等

※
申
請
書
は
、
税
務
課
窓
口
で
配
布
ま

た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
申
請
の
際
に
、
令
和
5
年
度

軽
自
動
車
税
種
別
割
納
税
通
知
書
等
が

届
い
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
書
類
と

併
せ
て
通
知
書
等
も
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

（
納
税
通
知
書
は
、
5
月
中
旬
の
発
送

を
予
定
し
て
い
ま
す
）

●
減
免
の
対
象
と
な
る
障
が
い
の
範
囲

①
身
体
障
が
い
者

②
戦
傷
病
者

③
知
的
障
が
い
者

④
精
神
障
が
い
者

の
方
で
障
が
い
の
内
容
と
等
級
が
所
定

の
要
件
に
合
致
し
て
い
る
方

◎
詳
細
に
つ
い
て
は
、
役
場
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
税
務
課
の
サ
イ
ト
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
税
務
課
課
税
係
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課　
課
税
係☎

2
6
ı
9
1
1
8

※
令
和
元
年
10
月
1
日
よ
り
次
の
と
お

り
税
目
の
名
称
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

・
軽
自
動
車
税
→
軽
自
動
車
税
種
別
割

・
4
月
20
日
㈭
午
前
10
時
～
11
時
30
分

　
　
　
　
　
　
午
後
1
時
～
2
時
30
分

・
5
月
18
日
㈭
午
前
10
時
～
11
時
30
分

　
　
　
　
　
　
午
後
1
時
～
2
時
30
分

・
6
月
22
日
㈭
午
前
10
時
～
11
時
30
分

　
　
　
　
　
　
午
後
1
時
～
2
時
30
分

※
各
回
と
も
午
後
の
部
は
、「
消
費
税

の
仕
組
み
か
ら
知
り
た
い
方
向
け
」
の

説
明
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

●
場
所

　
　
須
賀
川
税
務
署　
第
二
会
議
室

　
　
　
　
須
賀
川
市
東
町
1
3
5
ı
1

●
定
員　
各
回
と
も
16
名

●
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
須
賀
川
税
務
署　
法
人
課
税
部
門

☎
0
2
4
8
ı
7
5
ı
2
4
1
9
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次
の
期
間
に
新
入
学
（
園
）
児
童
・

園
児
の
交
通
事
故
防
止
運
動
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
交
通
事
故
防
止
の
た
め
、
町

民
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

●
期
間　
4
月
6
日
㈭
～
4
月
12
日
㈬

●
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
あ
ぶ
な
い
よ

　
い
そ
ぐ
き
も
ち
に　
し
ん
こ
き
ゅ
う
」

●
運
動
の
重
点

①
新
入
学
（
園
）
児
童
・
園
児
の
交
通

事
故
防
止

②
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務

化
さ
れ
ま
し
た
が
、
本
町
に
お
け
る
設

置
率
は
低
く
、
万
が
一
の
住
宅
火
災
の

際
に
は
発
見
・
避
難
が
遅
れ
る
な
ど
の

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
令
和
5
年
度
よ
り
お
お

む
ね
65
歳
以
上
の
所
得
税
非
課
税
世
帯

を
対
象
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
給
付

す
る
事
業
を
始
め
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、
保
健
福
祉
課
高
齢
福
祉

係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課　
高
齢
福
祉
係

☎
2
6
ı
9
1
2
4

　
石
川
町
で
は
、
子
ど
も
の
誕
生
を
祝

福
し
、
健
や
か
な
成
長
を
応
援
す
る
た

め
、
令
和
5
年
4
月
1
日
以
降
に
生
ま

れ
た
児
童
の
新
生
児
誕
生
祝
金
支
給
額

を
拡
大
し
ま
す
。

●
支
給
額

令
和
５
年
3
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

児
童

・
第
1
子
か
ら
第
3
子　
5
万
円

・
第
4
子　
　
　
　
　
　
10
万
円

・
第
5
子
以
降　
　
　
　
20
万
円

令
和
５
年
4
月
1
日
以
降
に
生
ま
れ
た

児
童

・
第
1
子
か
ら
第
3
子　
10
万
円

・
第
4
子　
　
　
　
　
　
20
万
円

・
第
5
子
以
降　
　
　
　
25
万
円

※
生
ま
れ
た
児
童
お
よ
び
そ
の
児
童
を

養
育
す
る
父
母
等
に
つ
い
て
支
給
要
件

が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
手
続
き

　
出
生
届
の
提
出
時
に
、
保
健
福
祉
課

で
ご
案
内
し
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課　
社
会
福
祉
係

☎
2
6
ı
9
1
2
3

の
徹
底

③
道
路
横
断
中
の
交
通
事
故
防
止

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
防
災
環
境
課　
防
災
安
全
係

☎
2
6
ı
9
1
2
7

　
行
政
相
談
委
員
に
よ
る
定
例
行
政
相

談
を
次
に
よ
り
行
い
ま
す
。

●
日
時　
4
月
22
日
㈯

　
　
　
　
午
前
9
時
～
正
午

●
場
所

　
文
教
福
祉
複
合
施
設
（
モ
ト
ガ
ッ
コ
）

●
日
時　

　
4
月
10
日
㈪　
（
弁
護
士
相
談
会
）

　
午
後
1
時
～
午
後
4
時

　
※
要
予
約

●
場
所

　
文
教
福
祉
複
合
施
設
（
モ
ト
ガ
ッ
コ
）

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
石
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
2
6
ı
3
7
9
3

定
例
行
政
相
談

定
例
行
政
相
談

心
配
ご
と
相
談

心
配
ご
と
相
談

新
生
児
誕
生
祝
金
の

新
生
児
誕
生
祝
金
の

支
給
額
拡
大
に
つ
い
て

支
給
額
拡
大
に
つ
い
て

住
宅
用
火
災
警
報
器
を

住
宅
用
火
災
警
報
器
を

給
付
し
ま
す

給
付
し
ま
す

「
令
和

「
令
和
５５
年
新
入
学（
園
）児
童・園
児

年
新
入
学（
園
）児
童・園
児

の
交
通
事
故
防
止
運
動
に
つ
い
て
」

の
交
通
事
故
防
止
運
動
に
つ
い
て
」

石川町組織機構を
一部見直しました

　令和5年4月から石川町の組織機構の一部が下記のとおり変わ
りました。
●今回の見直し点
◦   企画商工課の「管理情報係」を「情報係」と「管財係」に分離し、
「情報係」を総務課に、「管財係」を企画商工課に設置。

●見直し後の組織機構と主な業務
課名 係名 主な業務内容

総務課

総務係 広報広聴、条例等制定改廃、選挙、情報公開

職員係 町長秘書、職員管理（研修・福利厚生・人事・給与）

財政係 財政、予算編成、ふるさと納税、入札

情報係 情報化推進の企画及び調整、デジタルトランスフォーメーションの推進、電子自治体の推進

企画
商工課

企画係 町行政の総合企画及び調整、人口減少対策の総合企画及び調整、高校魅力化事業

管財係 統計、財産区、公共施設の総合マネジメント

協働推進係 地域振興、自治センター、移住定住

商工観光係 商工業、観光の振興、さくらの保全・PＲ等
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「駆け付け通報装置」の運用開始について
　須賀川消防本部では、救急車などを要請するために消防署へ駆け付けた方が直接指令センターへ通報できる「駆
け付け通報装置」の運用を開始しました。
　災害出動などで無人になった消防署へ駆け付けた方が携帯電話を持っていなくても、「駆け付け通報装置」の
受話器を取るだけで、指令センターへの緊急通報が
可能となります。
　当消防本部管内全ての消防署に設置されましたの
で、緊急の場合はご利用ください。
※ 「駆け付け通報装置」は緊急電話です。救急車要請

などの緊急通報以外のご利用はお控えください。
●お問い合わせ先
　須賀川消防本部　警防課通信指令係
　☎0248-76-3111

令和５年度から地方税統一令和５年度から地方税統一
QRコードでの納付方法が追加されますQRコードでの納付方法が追加されます

　現在、地方税共通納税システム（eＬＴＡX）により法人町民税と町県民税（給与特徴）が電子納付できますが、
令和5年4月から個人向けの税目についても同システムを利用して、スマートフォンやパソコンで納付書に
印刷されるQＲコードを読み取り、スマートフォン決済アプリやクレジットカードで納税できるようになり
ます。

●QRコードで納付できる税目
・町県民税（給与特徴）
・町県民税（普通徴収）
・固定資産税
・軽自動車税（種別割）
・国民健康保険税（普通徴収）

●QRコード付き納付書で対応できる納付方法
・全国の金融機関窓口での納付（地方税共同機構が収納事務を委託する金融機関）
・ダイレクト納付（口座を指定しての納付）
・クレジットカード納付
・スマートフォン決済（キャッシュレス決済）

●注意事項
・令和5年4月以降に発行した納付書で納付可能となります。
・納税手続きに係る通信費やクレジットカード納付に係る手数料は利用者負担となります。
・現在口座振替を利用している方で納付方法を変更したい場合は、税務課収納係へご相談ください。
・詳細については、eＬＴＡX公式ホームページに掲載されている共通納税の概要をご確認ください。
　地方税共同機構（共通納税の概要）HP　　https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/

●お問い合わせ先
　税務課　収納係　☎26-9117 ※QＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

eL TAX
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　町では高齢者に対し、移動手段の確保および交通事故防止、さらには健康増進を目的に助成券の交付を行って
います。令和5年度から、対象者を拡大し事業を実施します。助成を希望される方は、お申し込みください。

●対象者（①に該当し、②または③の条件を満たす方）

　①町内に住所を有する方
　②令和５年3月31日現在、75歳以上の方
　③�令和５年3月31日現在、65歳以上74歳以下の方のうち、運転免許証を自主返納し、

その旨を証明できる方

※上記③に非該当の場合でも、75歳未満の方で重度心身障害者に該当する方は、「重度心身障害者タクシー料金
　助成事業」をご利用いただけます。詳しくは、保健福祉課社会福祉係（☎26-9123）までお問い合わせください。

●助成内容（申請時期によって交付枚数が異なります）
　①4月から9月までに申請した場合【10,000円分】
　　・タクシー券　　　　　　5,000円分（500円×10枚）
　　・タクシーまたは温泉券　5,000円分（500円×10枚）
　②10月から3月までに申請した場合【5,000円分】
　※1回の利用につきタクシーは4枚、温泉は2枚まで使用可能です。
　※申請は、①、②のいずれか、当該年度で1人1回の申請となります。

●利用期間　令和5年4月1日～令和6年3月31日

●申請方法
　町役場保健福祉課高齢福祉係の窓口へ申請してください。

　過去に申請済みの方については、下記要件に該当しない限り申請不要です。
　後日郵送しますのでお待ちください。
　①交付対象者が死亡した場合
　②介護保険施設および認知症対応型共同生活介護施設へ入所した場合
　③町長が特に返還命令をした場合

※過去に申請をされていない方は、窓口での申請が必要となりますのでご注意ください。

●申請に必要なもの
　・75歳以上の方
　　生年月日が確認できる本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカード等）
　・運転免許証自主返納の方
　　運転経歴証明書の写し、もしくは取消通知書および生年月日が記載された本人確認書類の写し
　※代理申請の場合には、上記に加えて代理人の本人確認書類の写し

お問い合わせ先　保健福祉課　高齢福祉係　☎２6-9１２4

高齢者タクシー・温泉施設利用料金高齢者タクシー・温泉施設利用料金
助成券の申請を受け付けます！助成券の申請を受け付けます！
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石川町で実施する運動教室のお知らせ
　石川町では年間を通して運動教室を行っております。運動を通して健康に過ごしていきたいと考えている方、
ぜひともご参加ください。申し込みについては教室開始の前に改めて広報いしかわにてお知らせいたします。

４月～7月開催予定

10月～令和6年2月開催予定 12月～令和6年３月開催

水中エクササイズ教室　

※募集受付終了
　水の抵抗が程よい負荷になってとてもいい運動になりま
す。浮力がある水の中でひざや腰に負担をかけずに運動で
きるので、普段運動していない方にもお勧めです。

　体重を減らしたいという方にお勧めです。音楽に合わせ
て体を動かし、楽しみながら有酸素運動ができます。活動
量が減少する寒い季節も、運動を習慣化していきましょう。

　体を動かすことと、頭を使うことを同
時に行って、脳の活動を活発にする認知
症予防の教室です。楽しみながら健康促
進を目指していきましょう。

スリムアップ教室

6月～11月開催予定
　体幹を鍛えて美しい姿勢、均衡のとれ
た体型を目指しましょう。ピラティスは畳
一畳分のスペースでできるので、教室が
終わった後もお家で取り組みやすいです。

ピラティス教室

５月～令和6年2月開催
※健康運動教室は健康づくりチャレンジプログラムの参加者を対象とした運動教室です。
　健康づくりチャレンジプログラムの参加については、下記の「４月募集事業」をご覧ください。
　講師の下で健康や運動についてのお話を聞き、自宅でも取り組めるような運動を行う教室です。教室の
前には体組成計の測定も行います。一年を通して運動教室に参加し、健康や運動への関心や理解を深め、
普段の生活から健康づくりを意識していきましょう。

概　　要： 一人1台貸与される活動量計や定期的な体組成計の測定（体組成計は役場1階
に設置してあります）、運動教室への参加を通して、自らの体、健康、運動へ関
心を持ってもらい、普段の生活から健康づくりを意識していただくことを目指
します。

参加方法：参加には申し込みが必要です！
対　　象： 18歳以上（高校生を除く）の石川町民及び石川町に通勤されている方
参 加 費： 活動量計を貸与するにあたり参加費１,０００円をいただきます。
申込期間：4月10日（月）～4月28日（金）
申込方法：石川町役場保健福祉課健康増進係窓口
　　　　　※窓口のみのお申し込みとなります

健康づくりチャレンジプログラム（夜の運動教室）

お問い合わせ先　保健福祉課　健康増進係　☎２6－８4１6

44月月に募集する運動教室事業に募集する運動教室事業

コグニサイズ教室

健康運動教室（夜の運動教室）
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◆お問い合わせ先………保健福祉課　健康増進係　☎２６－８４１６◆お問い合わせ先………保健福祉課　健康増進係　☎２６－８４１６

するお知らせ
●接種期間　　令和5年4月1日～令和6年3月31日

≪接種方法（成人用肺炎球菌ワクチン）≫
●実施場所　　県内各医療機関での個別接種
　　　　　　　※接種の際は、事前に必ずご予約ください。
●接種料金　　1,700円（接種料金8,500円のうち2割を自己負担）
●接種回数　　1回　
●持 参 物　　予診票、成人用肺炎球菌接種カード、健康保険証

　※新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは同時に接種できません。新型コロナウイルス
　　ワクチンとそれ以外のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから13日以上間隔を空けて接
　　種となります。接種間隔を確認し、医療機関とご相談の上、接種をお願いします。

おたふくかぜワクチン予防接種費用の
一部助成のお知らせ

　令和5年4月1日以降に接種するおたふくかぜワクチン予防接種にかかった費用の一部を助成します。
●接種当日の時点で石川町に住民票のある方で、対象年齢や助成額は次のとおりです。

予防接種名 対象年齢 助成回数 助成額の上限

おたふくかぜ
満1歳から小学校就学前（年長児）まで
※おたふくかぜにかかったこと
　がある方は除く。

1回 6,000円

◎接種費用は、全額医療機関へ支払った後、町役場保健福祉課健康増進係へ手続きが必要になります。
●必要書類　　 予防接種交付金請求書（町ホームページよりダウンロードするか、町役場保健福祉課健康増進係

でお受け取りください）、領収書の原本、母子健康手帳、請求者名義の通帳。

風しんの追加対策　期間延長のお知らせ
　昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性は、風しんに係る定期予防接種の対象者に追加さ
れています。対象者には無料クーポン券が発送され、事業所健診や医療機関で抗体検査が受けられます。無料ク
ーポン利用の有効期間が令和7年3月31日まで延長されましたので、「十分な量の風しん抗体がない」方は、風
しんワクチンの予防接種を受けることができます。
令和5年度に無料クーポンを送付する対象者は次のとおりです。
●対 象 者　　昭和41年4月2日～昭和47年4月1日生まれの男性の方（令和2年度未受診の方を含む）
　　　　　　　※ 昭和37年4月2日～昭和41年4月1日、昭和47年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性の

方で、クーポン券を紛失した方及び受診希望の方は、再発行しますのでお問い合わせください。
◎詳細については個別に通知します。
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予防接種に関
定期予防接種のお知らせ

1．第2期麻しん・風しんワクチン定期予防接種
●対 象 者　　平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれの方 （新年長児）
●接種期間　　令和5年4月1日～令和6年3月31日

2．第2期ジフテリア・破傷風ワクチン定期予防接種
●対 象 者　　平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれの方 （新小学6年生）
●接種期間　　11歳から13歳の誕生日の前日まで

3．第2期日本脳炎ワクチン予防接種
●対 象 者　　①平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれの方で9歳以上の方
　　　　　　　※ 定期接種の年齢の上限が近づいている場合は、期間内に受けられるよう早めに医療機関へ相談・

予約の上、接種を受けてください。
　　　　　　　②平成17年4月2日～平成18年4月1日生まれの方 （高校3年生相当）
●接種期間　　①9歳から13歳の誕生日の前日まで
　　　　　　　②20歳の誕生日の前日まで
　　　　　　　※ ②の対象の方は、日本脳炎ワクチンの一時見合わせの時期があり、第1期の接種が完了してい

ない場合がありますので、母子健康手帳で接種回数について確認の上、接種してください。

≪接種方法（上記1～3）≫
●実施場所　　県内各医療機関での個別接種
　　　　　　　※接種の際は、必ず事前にご予約ください。
●接種料金　　無料（接種期間を過ぎると全額自己負担となります）
●接種回数　　1回　
●持 参 物　　予診票、母子健康手帳、健康保険証

4．子宮頸がんワクチン予防接種
●対 象 者　　①平成19年4月2日～平成23年4月1日生まれの女子 （中学1年生～高校1年生相当）
　　　　　　　②平成9年4月2日～平成19年4月1日生まれの女子（キャッチアップ対象者）
●接種期間　　①13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度末まで
　　　　　　　②令和5年4月1日～令和7年3月31日まで（2年間）
　　　　　　　※②対象の方で、長期にわたり接種を中断している場合は、残りの回数の接種を行ってください。
●ワクチンについて　　 サーバリックス（2価）、ガーダシル（4価）、シルガード（9価）の3種類のワクチン

のいずれかを、間隔を空けて筋肉内注射で接種します。
◎対象者には、個別に通知をします。

５．成人用肺炎球菌ワクチン予防接種
●対 象 者　　①接種期間内に65・70・75・80・85・90・95・100歳になる方
　　　　　　　②60歳以上65歳未満で次の障害がある方
　　　　　　　　心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の日常生活が極度に制限される程度の障害や、ヒト免疫
　　　　　　　　不全ウイルスによる免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方
　　　　　　　※過去に接種したことがある方は対象となりません。必ず主治医に接種の有無の確認をしてから
　　　　　　　　接種してください。
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クーリング・オフ制度ってどんな制度？
　【クーリング・オフ】とは、訪問販売や電話勧誘などで契約してしまった後に、一定期間内であれば無条件で
契約を解消できる制度です。

　クーリング・オフができるかどうか、書面等の書き方や手続き方法が分からない場合は、石川地方消費生活相
談室へお問い合わせください。

≪クーリング・オフは、販売業者に書面やメール・FAXなどで通知します≫

暮らしの相談室
石川地方消費生活相談室　☎０２47-５7-6８7２

クーリング・オフができる取引と期間
●訪問販売　　　　8日間
●電話勧誘販売　　8日間
●訪問購入　　　　8日間
　（貴金属などを事業者が買い取る取引）
●連鎖販売取引　　20日間
　（いわゆるマルチ商法）
　　　　　　　　　　　　など

クーリング・オフができない取引
× 通信販売
　 テレビ・カタログショッピング
　 ネットショッピング
× 店舗・営業所での契約
　 自ら店舗に出向いたり、業者を呼んで契約した場合
× 自動車（二輪車を除く）
× 3,000円未満の取引　など

①必要事項をハガキに書いて、両面コピーをする。（ハガキの場合）
②郵便局の窓口で「簡易書留」と指定して送ります。
③クレジット契約をしている場合は、カード会社にも通知します。
　※この場合、事業者への通知と同時か事業者への通知より先に、クレジット会社へ通知してください。
④ハガキの場合はコピーと受領書、メールやＦＡXの場合は送信内容と発信日が分かるよう保存しておきましょう。
　※期限に遅れないよう、通知は早めに送りましょう！

地域住民向け認知症研修会地域住民向け認知症研修会
～「認知症になっても大丈夫」 in 石川町～～「認知症になっても大丈夫」 in 石川町～

　認知症があっても、住み慣れた地域で生活ができるように、認知症や地域の相談窓口につい
て知っておきませんか？

●日時　5月20日（土）　午前10時～午前11時30分
　　　　（午前9時30分から受付開始）
●場所　文教福祉複合施設　モトガッコ　2階　ルーム2
●研修内容
　① 講演　「認知症とは」※動画視聴
　　 講師　星総合病院認知症疾患医療センター　精神科　森　東　医師
　② 寸劇　「認知症になっても大丈夫」
　③ 地域の社会資源について
●定員　30名
●お申し込み期限　５月12日（金）まで　※定員になり次第、申し込みを締め切りますのでご了承ください。
●お申し込み方法　電話または役場保健福祉課の窓口でお申し込みください。
●お問い合わせ先
　保健福祉課　高齢福祉係　☎26-9124
※事前にお申し込みが必要です。
主催：あさかホスピタル認知症疾患医療センター、星総合病院認知症疾患医療センター　　共催：石川町
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　今月は、石川中学校3年生の英語の授業の様子を紹介
します。この日の授業では、これから観光で日本を訪れ
る外国人観光客向けのプレゼンテーションをしました。

　子どもたちはまず、プレゼンテーションで大切なこと
はB

ビッグ
ig v

ヴ ォ イ ス
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ideos a
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イングリッシュ
nglish（簡単な英語）、e

エンジョイ
njoy（楽

しむこと）であるということを学びました。
　その後、班ごとに紹介したい日本文化についてプレゼ

ンテーションをしました。例えば、だんごについて紹介した班は、その食感をe
イラスティック

lastic（弾力がある）と表現し
ていました。さらに、きな粉をs

ソ イ ビ ー ン
oybean fl

フラワー
ourと表現し、海外の人

にもわかりやすい言葉を選んでいました。日本の国花（J
ジ ャ パ ニ ー ズ
apanese 

n
ナ シ ョ ナ ル
ational fl

フ ラ ワ ー ズ
owers）について紹介していた班は、きれいな花を見

ることができる観光地の紹介をしたり、石川町の桜の動画を見せ
たりしていました。おいしいそば（s

ソ バ
oba）やうどん（u

ウ ド ン
don）を

紹介する班、戦国武将（s
サ ム ラ イ
amurai）の戦術を紹介する班、石川町の

獅子舞（s
シ シ マ イ
hishimai）を紹介する班、石川町内で購入できる和菓子

（J
ジ ャ パ ニ ー ズ
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ス ウ ィ ー ツ
weets）を紹介している班もありました。

　 デ ニ ス 先 生 は、“E
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nteresting.”（皆さんよくできました。とても興味

深かったです。）と、子どもたちの発表を褒めていました。
　この授業を通して、子どもたちは自分の紹介したいこ
とを相手にわかりやすく伝えるために大切なことを学び
ました。

日本の文化を紹介しよう
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ともに生きるともに生きるともに認め合い
支え合う社会へ
ともに認め合い
支え合う社会へ

　町では、石川町男女共同参画推進委員会を設置
し、男女共同参画の推進に関する総合的な施策や
重要事項の調査審議を行っています。
　令和4年度は、平成30年度から取り組んでいる

「ともに認め合い、支え合う社会への川柳コンクー
ル」を実施しました。小・中・高校生や一般の方
から140作品の応募があり、さまざまな課題がテ
ーマにされており、男女共同参画への関心が高ま
っているように感じました。また、新規事業とし
て「男女共同参画講座」、「パープルライトアップ」、

「家事シェア講座」と参加型の事業を実施し、身近
な男女共同参画について考えるきっかけづくりに
も積極的に取り組みました。
　男女共同参画とは、「男らしさ」や「女らしさ」
にとらわれず、一人ひとりが「自分らしく」を大

切にしていくということです。お互いを理解し、
「ともに認め合い、支え合う社会」を実現するため、
今年度も町では講演会や川柳コンクールなどの啓
発活動を行っていきます。

～男女共同参画推進事業について～

◆お問い合わせ先………石川町公民館　☎ ２６－２５６６

　石川町公民館では、令和5年度に次の事業を計画しています。町民の皆さま、多数ご参加ください。
　なお、参加者の募集については、随時広報いしかわの「公民館だより」および町のホームページでお知らせし
ます。

事業名 主な内容 実施時期 対象者

さくらロードレース 今出川河畔のきれいな桜を満喫しながら、
楽しむロードレース 4月15日㈯ 町内在住・

在学・在勤者

子ども図書事業 町立図書館を活用して季節をテーマにした
絵本の読み聞かせ等 4月～翌年3月 幼児・児童

及び保護者

第39回少年の主張大会 小学生・中学生・高校生による意見発表 6月10日㈯ 小・中・高校生

手紙コンクール 家族への感謝の気持ちと自分の成長を伝え
るために手紙を送る 6月～8月 小・中・高校生

石川町郷土かるた大会 郷土かるた大会をとおして楽しく石川の歴
史や人物などについて学ぶ 8月（予定） 小学生

男女共同参画推進講演会 男女共同参画を推進するための講演会 10月（予定） 一般町民

総合文化祭 芸術文化活動の総合発表、芸能祭、音楽祭 10月～11月 一般町民

公民館事業計画について
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今月のお薦め本
『秋雨物語』

貴志祐介/著　KADOKAWA　F/ｷ
　編集者の松浪は、締切日に原稿を送ってこない作家の青
山に連絡をする。しかし、電話口に出たのは恋人兼秘書の
高木だった。青山は不在だが、パソコン内の原稿を送る判
断を任されている高木から『フーグ』という作品が送られ
てくる。その内容は、体と同じ質量分の枯葉や砂などを残
して、夢で見ていた場所へ移動する青山の恐怖体験が綴ら
れていた。実際に、松浪は青山が失踪して青木ヶ原樹海で
発見された時、彼のベッドに木の枝や岩がうず高く積み上
げられた奇妙な光景を目撃している。今回はベッドの周り
に大量の水が残されていた。青山はどこへ消えたのか。
　青山が徐々に追い詰められていく様子に息をのみ、迎え
た結末に納得と同時に怖さの余韻が残ります。他にも、読
んでいく内に少しずつ怖さが増していく話が四編収録され
ている作品です。

『ｷララっこ おはなし会』　
　図書館では幼児から小学校低学
年を対象におはなし会を開催して
います。
　お申し込みの必要はありません
ので、どなたでもお気軽にご参加
ください。

日　時　4月22日(土)　
　　　　11：00～11：30
場　所　図書館「よみきかせ室」
テーマ　「はな」

〒963-7852
石川町字関根165
文教福祉複合施設（モトガッコ）内
☎26-9136

石川町立図書館だより

４月  

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 ５ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
■ 休館日
■ キララっこ おはなし会
■ 楽しいちっちゃな読み聞かせ
■ 雑誌譲渡会(午後1時～4時まで)

◎ 最新情報は「石川町立図書館ホームページ」
でもご覧いただけます。

～ 新着図書のご案内 ～ 
下記は新着図書の一部です

60歳からの「忘れる力」
鎌田實 著　幻冬舎　159／カ

三流シェフ
三國清三 著　幻冬舎　289／ミ

もう人間関係で悩まない!コミュニケーション大全
鴨頭嘉人 著　鴨ブックス　336／カ

脳は若返る
茂木健一郎 著　リベラル社　498／モ

Ｙuuのラクうまよくばりキッチン
Ｙuu 著　扶桑社　596／ユ

教養のある人がしている、言葉選びの作法
齋藤孝 著　ぱる出版　810／サ

樋口一葉赤貧日記
伊藤氏貴 著　中央公論新社　910／イ

青の刀匠
天沢夏月 著　ポプラ社　Ｆ／ア

海は地下室に眠る
清水裕貴 著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ　Ｆ／シ

きみが忘れた世界のおわり
実石沙枝子 著　講談社　Ｆ／ジ

タスキメシ-五輪-
額賀澪 著　小学館　Ｆ／ヌ

まもれる?まもれない?ルールびっくり事典
こざきゆう 文　ポプラ社　Ｋ320／コ

13歳からのサイエンス
緑慎也 著　ポプラ社　Ｋ402／ミ

食いねぇ!お寿司まるごと図鑑
阿部秀樹 写真 文　偕成社　Ｋ596／ア

ごはん食べにおいでよ
小手鞠るい 作　講談社　Ｋ913／コ

走れ!家出犬ジェイ
本田有明 作　金の星社　Ｋ913／ホ

ゴリラさんだめです
キューライス さく え　イースト・プレス　Ｅ／キ

ねこのようしょくやさん
ＫＯＲＩＲＩ さく え　金の星社　Ｅ／コ

かぼちゃスープのおふろ
柴田ケイコ 作　小学館　Ｅ／シ

ねこいる!
たなかひかる 作　ポプラ社　Ｅ／タ

海とそらがであうばしょ
テリー ファン＆エリック ファン 作　化学同人　Ｅ／フ

こども読書週間
『ひらいてとじた�笑顔がふえた』

　4月23日（世界本の日・子ども読書の日）～5月12日はこども読書週間
です。読書を通じて得た感情や知識は、生きていくうえでかけがえのない
財産になります。この機会に、本を手にするのはいかがでしょうか。
　こども読書週間に合わせて、さまざまな本を展示しています。

マンガでわかる!小学生のためのスマホ・ＳＮＳ防犯ガイド
 佐々木成三／監修　ぽぽこ／漫画　主婦と生活社　Ｋ007／マ
小学生博士の神社図鑑　佐々木秀斗／著　星雲社　Ｋ175／サ
13歳のきみと、戦国時代の「戦」の話をしよう。

房野史典／著　幻冬舎　Ｋ210／ボ
葉っぱのあかちゃん　平野隆久／写真・文　岩崎書店　Ｋ471／ヒ
出動せよ!世界の緊急車両図鑑

　サイモン タイラー／作　宮坂宏美／訳　あすなろ書房　Ｋ537／タ
ふしぎいっぱい!学校の木　高柳芳恵／文・写真　偕成社　Ｋ653／タ
ワケあり!?なるほど語源辞典　冨樫純一／監修　さがわゆめこ／絵

　グラフィオ／編著　金の星社　Ｋ812／ワ
タヌキの土居くん　富安陽子／作　大島妙子／画　福音館書店　Ｋ913／ト
願いがかなうふしぎな日記　本田有明／著　ＰＨＰ研究所　Ｋ913／ホ
その年、わたしは嘘をおぼえた　ローレン ウォーク／作　

中井はるの　 中井川玲子／訳　さ・え・ら書房　Ｋ933／ウ

4月

スプリングフェスタ
　4月8日(土)・9日(日)に、モトガッコでスプリングフェスタが開催さ
れます。図書館でも、下記日程で雑誌譲渡会を行います。また、雑誌の付
録抽選の結果発表も予定しています。桜並木を眺めながら、ぜひお立ち寄
りください。
　雑誌譲渡会
　　期日　:　４月8日(土)
　　場所　:　図書館内
　　時間　:　午後1時～４時
　　冊数　:　1人３冊以内(※1タイトル1冊)

※利用者カードをお持ちの方に限ります。
　(カードをお持ちではない方は、新規登録が必要になります。
　 運転免許証など、本人確認ができるものをお持ちください。)
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　江戸時代（1603年～1867年）
は、全人口の1割にも満たない武
士（幕府や諸藩）が全国を支配した時代です。彼らにとって、8割以
上を占める百姓・町人から円滑に「年

ねん
貢
ぐ

」を取り立て、自分たちの生
活を安定的に維持することが最重要課題でした。
　「古文書その一・二」で紹介した「宗

しゅうもんにんべつちょう
門人別帳」と共に、今回紹介す

る「検地帳」はこの課題解決に大きく関わっていたのです。「太
たいこう

閤検
け ん ち

地」等で「検地」「検地帳」は多くの人々に
知られていますが、石川町ではどうであったのかをお話しいたします。

《①年貢負担者の明確化》
　「年貢」は「米」が最も重視されました。米
が安定して生産できれば、支配者は安定した生
活、安定した社会が永遠に続くであろうと考えて
いました。そこで、検地帳では、田畑一枚一枚

（一
いっぴつ

筆）毎の所在地、耕地としての良し悪し、更
に、畑や屋敷でも米に換算した収穫予想量（石

こくだか
高）、

そして、最後に耕作者（名
な う け に ん

請人）を記録したので
す。これによって、その耕作者に「年貢」納入の
義務を負わせることを明確にしました。
　図①図②は、本町谷地の約370年前の検地帳

「慶
けいあん

安三
さんねん

年（1650年）谷
や ぢ む ら で ん ぱ た

地村田畠御
ごけんちちょう

検地帳」（図
①：冒頭部分と図②：その解読文）です。そし
て、図③はその一部です。赤枠内の一行目は、
ア：上部に小文字で「四つおさ」とあり、その耕
地の所在地、つまり谷地村内の字

あざ
名です。そし

てイ：大きく「上
じょうでん

田」とあり、その田の品質等級です。ウ：その下
「弐

に た ん に せ ぶ
反弐畝歩」（660坪、約2180㎡）は、その田の面積です。更に、エ：

「分
ぶんまい

米三
さんこくさんとなり

石三斗也」（495㎏）とあり、その田の品質と面積からの収穫
予想量（石

こくもり
盛：図④参照）を表しています。オ：一番下には、「次

じ ろ う
郎

右
う え も ん

衛門」とあり、この田の耕作者（名請人）です。こうして、次郎右
衛門は「検地帳」に名を記され、耕作権を認められることになります
が、同時に、この土地の年貢を納める義務が生じたのです。これを

「名
な う け

請」といいます。
《②村人の移動制限・禁止》
　このようにして、慶安3年（1650年）谷地村では総名請高（村

むらだか
高）

が287石3斗9升となり、これを20数名の村人で耕作し、年貢を納め
ることになりました。つまり、村人たちはそこに居住し、移動が制限、もしくは禁止され、永久に年貢を納め続
けることを意味します。従って、次郎右衛門が亡くなれば、その家の誰かが跡を継ぐのです。「名請」は土地に
縛り付けることを意味します。封建時代には、個人ではなく、「家」が最も大切にされて来た理由がここにあり
ます。

「検
けんちちょう

地帳」いしかわの

古文書
そ の 三

①年貢負担者の明確化①年貢負担者の明確化
②村人の移動制限・禁止②村人の移動制限・禁止

白河藩慶安３年の石盛（1反=10ａ当り）

等級 石盛
（標準収穫量） 米量

上　田 1石5斗 225㎏
中　田 1石3斗 195㎏
下　田 1石1斗 165㎏
下々田 8斗5升 127.5㎏
上　畑 8斗5升 127.5㎏
中　畑 7 斗 105㎏
下　畑 5斗5升 82.5㎏
下々畑 3斗5升 52.5㎏
切　畑 1斗5升 22.5㎏
屋　敷 8斗5升 127.5㎏

図① 図②

図④
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図③　
※
解
読
文

㋐
四
つ
お
さ

㋑
上
田 

㋒
弐
反
弐
畝
歩 
㋓
分
米
三
石
三
斗
也 

㋔
次
郎
右
衛
門

　
同
所

中
田
　
八
畝
六
歩	

	

分
米
壱
石
六
升
六
合
　 

同
人

　
堂
ノ
下
　

上
田
　
弐
反
四
畝
拾
弐
歩	

分
米
三
石
六
斗
六
升
也 

彦
六

　
同
所

中
田
　
弐
畝
拾
五
歩	

分
米
三
斗
弐
升
五
合  
せ
ん
し
き

　
大
門
口

上
畠
　
九
歩	

	

分
米
弐
升
五
合
　
　
　
源
兵
へ（
衛
）

ア

エ

イ

オ

ウ



2525  ● 広報いしかわ4月号● 広報いしかわ4月号

　石川町において、国内で最初に発見された鉱物として、プッチャ－石（令和3年6月号）、灰
かいほう

泡蒼
そう

鉛
え ん ど

土（令和
3年12月号）を資料館だよりでお伝えしましたが、今回は世界で初めて石川町から発見された鉱物、石川石を紹
介します。
　石川石／Ｉshikawaiteは、和久観音山や金田川から発見され、大正11年(1922年)に、東京帝国大学の柴田雄次・
木村健二郎によって「東洋産含稀元素鉱石の化学的研究（其四）磐城石川産サマルスキ－石及び一新鑛物に就て」
と題して報告されました。「一新鉱物」は後に産地名を冠して石川石と命名され、大正12年(1923年)には米国の
学術誌にも新鉱物として紹介されています。その後、この鉱物に対して紆余曲折の解説がなされましたが、現在
では独立種として確立され、令和2年(2020年)発行の、ＩＭＡ（国際鉱物連合）のオフィシャルリストにも新鉱
物として掲載されています。石川石の外観の多くは黒色不透明の柱状結晶で、破断面は特有の樹脂光沢を放つの
が特徴ですが、肉眼的にはサマルスキ－石と区別はつきません。石川石は酸化鉱物に分類され、組成はウラン・鉄・
ニオブ・タンタルなどを主成分とし、イットリウムなど各種希土類元素を含むのが特徴であり、その産出は稀です。
　石川石の最初の発見者は、石川義塾創設者の一人で、地方鉱物研究の先駆者として名高い森嘉種塾長です。森
は大正13年（1924年）に編述した未刊の『福

ふくしまけんこうぶつし
嶋縣鑛物誌』の希元素鉱物の項目に「（前略）是レハ編者ノ発見ニ

依ル」と記述されています。今のところ石川町以外からの産出は報告されていませんが、石川町内に産するサマ
ルスキ－石の大半は石川石だという専門家もいます。

　石川町立歴史民俗資料館は、町の文化
財の保存と活用、町民の教育、学術及び
文化の発展を目的に、昭和49年（1974
年）秋に開館しました。公的施設としては、
県下のさきがけの一つです。≪資料館便り≫≪資料館便り≫

「資料館便り」編集：石川町立歴史民俗資料館
〒963-7845　石川町字高田200－2　☎26－3768

石
いし　かわ　せき

川石の発見から101年
日本産新鉱物第1号

カリ長石に含まれる石川石の集合体
（標本の横幅85ミリ）

石川石の結晶
（長径約20ミリ）
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国保だより 国保の届け出を
忘れていませんか？

　新年度を迎え、新しい生活が始まる方も多い時期に
なりました。この機会に、自分の食生活を見直し、生
活習慣病を予防しましょう。

 生活習慣病って何？ 

　運動不足や夜型生活、食べ過ぎや、脂質・塩分・糖
分の摂りすぎなどの生活習慣が続くことで肥満を招く
と、やがて高血圧、糖尿病、動脈硬化、心臓病などを
引き起こす可能性が高まります。このように生活習慣
が病気の大きな原因の1つであることから、生活習
慣病といわれるようになりました。

 生活習慣病を招きやすい食生活は？ 

□朝食を食べないことが多い
□ のどが乾いたら清涼飲料水（ジュース）を飲むこと

が多い
□ファストフードが好きでよく食べる
□夕食はお腹いっぱいになるまで食べ過ぎてしまう
□インスタントラーメンやレトルト食品が好き
□食べるのが早いと言われる
□スナック菓子や甘いお菓子を食べる習慣がある
□野菜料理はあまり食べない（サラダや煮物など）
□夜遅くまで起きていて、夜食を食べることが多い

　→3つ以上当てはまった方は要注意！

 子どもの肥満は大人の肥満に移行しやすい 

　小児肥満は、その約70％が成人肥満になってしま
うともいわれ、生活習慣病を合併する可能性が高くな
ります。生活習慣病を予防するには、まず肥満になら
ないことです。子どもの頃に身についた食生活や生活
習慣は、大人になって急に変えることはできません。
なるべく早く正しい生活習慣を身につけて、今から病
気を予防しましょう。

健康食育健康食育
食生活を見直して
生活習慣病を予防
しましょう

食生活を見直して
生活習慣病を予防
しましょう

届け出の際に必要なものなど、詳細については下記までお問い合わせください。
●お問い合わせ先　町民課　国保年金係　☎２6-9１２１

　国保に加入したり、やめ
たりするときは14日以内に
国保の窓口へ届け出が必要
です。忘れずに届け出をし
ましょう。
　届け出できるのは本人または世帯主、同じ世帯の方
になります。それ以外の方が届け出される場合は、本
人からの委任状が必要です。
≪国保に加入するときはこんなとき≫

●職場の健康保険などをやめたとき
● 他の市区町村から転入してきたとき（職場の健康

保険などに加入していない場合）
●生活保護を受けなくなったとき

≪国保をやめるときはこんなとき≫
● 職場の健康保険などに加入した（被扶養者になっ

た）とき
●他の市区町村へ転出したとき
●生活保護を受けるようになったとき
●後期高齢者医療制度の対象となったとき
　（75歳になり対象となったときは届け出不要です）

　日本では「国民皆保険」といって、国民は必ずいず
れかの医療保険に加入することが法律で義務付けら
れています。町内にお住まいの方は、職場の健康保険
に加入している方や後期高齢者医療制度に加入され
ている方、生活保護を受けている方などを除き、町の
国民健康保険に加入しなければなりません。

加入の届け出が遅れると…
　保険税は届け出をした日からではなく、加入資格
を得た月までさかのぼって納めることになります。
　また、その間は保険証がないため、医療費はや
むを得ない場合を除いて全額自己負担となります。

やめる届け出が遅れると…
　資格がなくなった後、国保の保険証で診療を受け
ると、国保で負担した分の医療費は後で返していた
だくことになります。
　また、ほかの健康保険などに加入すると、保険税

（料）が二重払いになってしまうこともあります。
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行事＆保健カレンダー4月
April

町役場延長窓口
取り扱い業務

証明書発行

各種収納

申請書の受け付け
◦戸籍謄抄本　◦住民票
◦住民票記載事項証明書
◦印鑑登録　　◦印鑑登録証明書
◦納税証明書　◦所得証明書
◦課税証明書　◦資産証明書
◦マイナンバーカード申請・受け取り

◦町税　◦介護保険料
◦後期高齢者医療保険料
◦住宅使用料　◦水道使用料
◦し尿汲み取り料

◦重度心身障害者医療費給付申請
◦子ども医療費助成申請
◦ひとり親家庭医療費助成申請
◦介護保険要介護認定更新申請

税務 水道
◦納税相談 ◦開栓届

◦閉栓届

毎週水曜日
午後7時まで

※祝日及び12月29日～
　翌年1月3日は除く。

日 月 火 水 木 金 土
石川オレンジカフェ

「話・和・輪の広場」
◦日時
　4月21日（金）
　10：00～12：00
◦場所
　愛恵在宅介護
　支援センター
　（元北町大野病院）
◦参加費
　200円

1

2 3 4 ５ 6 7 8
◦～19：00
　町役場延長窓口

◦10：30～
　子育て相談会
　（スキッズひろば）

◦10：30～
　親子で楽しむ
　読み聞かせ
　（モトガッコ）
◦13：00～
　雑誌譲渡会
　（町立図書館）◆在宅当番医

　ひらた中央病院
　（平田村）

◆休館日
　（総体） （歴民）
　（温水）

◆休館日
　（図） （重謙） （ス）

9 10 11 12 13 14 15
◦13：00～16：00
　心配ごと相談
　（モトガッコ）
　※要予約

◦9：45～
　6～7か月児教室
　（保健センター）

◦～19：00
　町役場延長窓口

◦11：00～
　読み聞かせ
　（町立図書館）
◦1歳6か月児健診
　（保健センター）

◦10：30～
　子育て相談会
　（スキッズひろば）

◦石川さくら
　ロードレース大会
　（石川中学校周辺）

◆在宅当番医
　あつうみ内科医院
　（玉川村）

◆休館日
　（総体） （歴民）
　（温水）

◆休館日
　（図） （重謙） （ス）

16 17 18 19 20 21 22
◦9：00～
　町消防団
　春季検閲式
　（総合運動公園）

◦～19：00
　町役場延長窓口

◦13：00～
　3歳3か月児健診
　（保健センター）

◦10：30～
　子育て相談会
　（スキッズひろば）

◦9：00～12：00
　行政相談
　（モトガッコ）
◦11：00～11：30
　キララっこ
　おはなし会
　（町立図書館）◆在宅当番医

　ひらた中央病院
　（平田村）

◆休館日
　（総体） （歴民）
　（温水）

◆休館日
　（図） （重謙） （ス）

23 24 25 26 27 28 29 昭和の日 
◆在宅当番医
　ひらた中央病院
　（平田村）

◦9：45～
　1歳児教室
　（保健センター）
◦町民と町長の
　対話の日（町役場）

◦10：30～
　春のリトミック
　（スキッズひろば）
◦～19：00
　町役場延長窓口

◦11：00～
　読み聞かせ
　（町立図書館）

◦10：30～
　子育て相談会
　（スキッズひろば）

30
◆在宅当番医
　ひらた中央病院
　（平田村）

◆休館日
　（総体） （歴民）
　（温水） （モ体）

◆休館日
　（公） （図） （ス）
　（重謙） （文教）

◆在宅当番医
　田中内科医院

※休館施設の略称　（公）…町公民館　（図）…町立図書館　（総体）…町総合体育館　（モ体）…モトガッコ体育館　（歴民）…歴史民俗資料館　（温水）…町温水プール　
　　　　　　　　　（重謙）…鈴木重謙屋敷　（文教）…文教福祉複合施設（モトガッコ）　（ス）…スキッズひろば

◦4月1日～開花期間中
　桜並木ライトアップ
◦4月3日～5月10日
　桜谷フォトコンテスト
◦4月9日
　桜谷ウォーキング 
　10：00～12：00
　（旧石川町公民館）

●モトガッコでのイベント
◦4月1日～開花期間中　
　ＭＯＴＴＯ CＡＦÉ 11：00～15：00
◦4月1日、2日
　いしかわの桜上映会 10：00～15：00
◦4月1日～5月7日
　いしかわカメラサークル作品展
◦3月18日～5月7日
　 広報表紙からふりかえる石川町の出来事

◦4月8日、9日
　青空ＭＯＴＴＯマルシェ 10：00～15：00
　ＭＯＴＴＯバル 10：00～15：00
　 スキッズひろばバルーンアートプレゼ

ントなど
◦4月8日
　 先進技術体験「体験と学びの秘密基地」

10：00～15：00
◦4月9日
　春の体幹トレーニング 10：30～

いしかわ桜谷 スプリングフェスタ2023 期間中はたくさんのイベントが開催されます。
皆さんぜひお越しください！
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町民憲章
1.自然と文化を愛し
　豊かな町をつくりましょう
1.親切と勤労をむねとし
　住みよい町をつくりましょう
1.歴史と未来をみつめ
　誇りある町をつくりましょう

（  ）内前月比●３月１日現在住民基本台帳●

男
女

世帯数

１４，０７２人（△ ２５）
７，０２９人（△ １４）
７，０４３人（△ １１）
５，６８８（　　０）

編 集 後 記
町の人口

　3月に入り暖かい日が続き、過ご
しやすい日が続きました。その影響
か、今年は例年以上に花粉が猛威
を奮っていますが、皆さんは大丈夫
でしょうか？
　4月は桜の季節です。石川町の桜
が満開になるのが、今から楽しみで
すね。
　スプリングフェスタ等のイベント
も行われるので、皆さんも足を運ん
でみてください。 （松本）

　３月13日に石川中学校（富岡信校長）の卒業式が行
われ、97名の卒業生が新たな一歩を踏み出しました。
　コロナ禍での学校生活という大きな壁を乗り越えた
卒業生の皆さんは、どんな困難にも立ち向かっていけ
ると思います。
　それぞれの夢に向かって頑張ってください。

今月の表紙

添田　由
ゆ ら

空くん
（智大・茄歩）

北山形

お子さんのお誕生おめでとうございます！ 
これからもすくすく元気に育ちますように。

（令和５年２月１日～２月２８日までの届出分で
掲載希望のあった方 敬称略）

わが家の
アイドル

きらり

石川オレンジカフェ��話・和・輪の広場石川オレンジカフェ��話・和・輪の広場
　認知症の方もそうでない方も、たまには外の空気を吸って、おしゃべりしたりコーヒーを味わったり、の
んびり過ごしませんか？
●令和５年度開催日
　4月21日㈮、5月21日㈰、6月21日㈬、7月21日㈮、8月22日㈫、9月21日㈭
　10月21日㈯、11月21日㈫、12月21日㈭、令和6年1月21日㈰、令和6年2月21日㈬、令和6年3月21日㈭
●時　間　午前10時～正午
●場　所　愛恵在宅介護センター（字古舘322-2）
　　　　　元北町大野病院
●参加費　200円（飲み物とお菓子が付きます）
●その他　 マスクの着用をお願いします。新型コロナウイルス感染症の動向により、予定を変更する場合が

あります。

お問い合わせ　愛恵在宅介護支援センター　☎２6-００８１


